
 

政策調整会議次第 

 

日時 令和５年１月１１日（水） 

午前９時  

場所 別館３階 市長公室 

 

 

１ 開会 

 

２ 議題 （１）朝霞地区４市共用火葬場設置検討について 

（２）学校給食費の見直しについて 
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朝霞地区４市共用火葬場設置検討 

 

１．経緯 

朝霞地区４市では、公設の火葬場がないため、近隣の施設を利用しなければならないことや、

使用料が高額であるとともに利用可能な時間帯についても制限を受けている状況にある。 

また、今後迎える高齢多死社会を見据える必要があることから、令和４年４月２１日開催の朝

霞区市長会定期総会において、志木市から朝霞区市長会協議議題として「朝霞地区４市共用の火

葬場設置に向けた検討について」が提出され、４月２６日に朝霞区市長会会長から調査・研究を

行う事項として、朝霞区市長会幹事会に「朝霞地区４市共用の火葬場設置について」が付託され

た。 

 

２．現状及び課題 

 ①４市の高齢化率、人口及び死亡者数の推移・将来推計 

高齢化率を２０２０年と２０４０年とで比較すると、この先２０年増え続けることが予想さ 

れる。 

 また、高齢化率の増加に伴い、２０４０年の死亡者数は２０２０年と比較すると、１３５％ 

となるほか、この先２０年間増え続けることが予想される。 

 

②近隣の火葬施設の状況（令和３年度） 

・稼働状況 

４市の市民が主に利用している近隣の火葬施設は、さいたま市浦和斎場、川越市斎場、所 

沢市斎場、入間東部広域斎場しののめの里、戸田葬祭場があり、稼働率は、６６．１％から 

９１．０％という状況となっており、そのうち、さいたま市浦和斎場や入間東部広域斎場し 

ののめの里は９０％以上と稼働率が高くなっている。 

 

・利用料金 

施設の所在市（区）において、市（区）内の利用料金が無料から５９，６００円であり、 

市（区）外の利用料金は４８，０００円から８０，０００円となっており、比較すると、大 

きな隔たりがあり、４市の利用者にとっては、大きな負担となっている。 

 

③朝霞地区４市の市民の意見（朝霞市分） 

・朝霞市市民意識調査、青少年アンケート結果報告書 令和元年１２月より 

「４市共同の火葬場建設」 

 ・令和４年度朝霞市外部評価委員会において 

「火葬場がこのあたりだと戸田火葬場ですが国内平均よりも高く、令和４年４月から８万

円台になるとありました。例えば近隣４市合同で火葬場を造って もらえたらいいのに

と強く思います。」 

 



３．今後について 

（１）必要性について 

現状では、 
・朝霞地区４市の市民は、地区内に火葬場がないため、近隣市や民間の火葬場を利用している。 
・利用可能な時間帯などにおいて、優遇を受けることができていない。 
・利用料金が、火葬場の所在地の市（区）民と比較して、高い水準となっている。 
・市民や市議会からも火葬場設置の要望がある。 
 
今後は、 
・４市の高齢化率やそれに伴う死亡者数の増加が見込まれる。 
・高齢多死社会を迎えると、各施設の稼働率が上がると考えられ、施設所在地の市（区）民が優先

されることが想定されることから、朝霞地区４市の市民は、利用の制約が想定される。 
・災害時において、利用の制約が想定される。 
 
 以上のことから、４市共同の火葬場を設置する必要性は高いものと考えられる。 

 
（２）候補地 

・所有者 志木地区衛生組合 

・所在地 志木市下宗岡一丁目７２０９－１内 ほか 市街化調整区域 

・面 積 １９，７９７㎡ 

・現 状 野球場としてクラブチームに貸出をしている 

 

４．条例等について 

各市において、条例に住宅などからの距離規制があり、規制の対象となる可能性がある。 

また、総合計画において、火葬場としての位置づけが必要かどうかを検討する必要がある。 

都市計画については、候補地において、火葬場を建設する場合には、都市計画決定を行う必要

があるとともに、施設の構成によっては開発許可等の手続を行うための事前の調整をする必要が

ある。 

 

５．決定した事項 

・火葬場の設置検討については、４市で設置する任意協議会において実施する 

・協議会を設置するにあたり、 

会長市  志木市 

副会長市 朝霞市 

とし、今後覚書を締結する予定。 

・協議会の設置は令和５年４月 

 



政策調整会議（Ｒ５．１．１１）                     資料２ 

1 
 

  

 

 

 

 

 

朝霞地区４市共用火葬場設置の検討について 

（報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年１１月 

朝霞区市長会幹事会 
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１．経 緯 

朝霞地区４市では、公設の火葬場がないため、近隣の施設を利用しなければなら

ないことに加え、使用料が高額であるとともに利用可能な時間帯についても制限

を受けている状況にあります。 

また、今後迎える高齢多死社会を見据える必要があります。 

このことから、令和４年４月２１日開催の朝霞区市長会定期総会において、志木

市から、朝霞区市長会協議議題として「朝霞地区４市共用の火葬場設置に向けた検

討について」が提出され、４月２６日に、朝霞区市長会会長から、調査・研究を行

う事項として、朝霞区市長会幹事会に「朝霞地区４市共用の火葬場設置について」

が付託されました。 

 

２．会議等の過程 

  令和４年４月２１日 

令和４年度朝霞区市長会定期総会 

   

令和４年５月２５日 

   朝霞区市長会幹事会（第１回） 

   

令和４年７月１３日 

朝霞区市長会幹事会（第２回） 

   

令和４年１０月２４日 

朝霞区市長会幹事会（第３回） 
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３．現状及び課題 

①４市の高齢化率 
４市それぞれの２０４０年の高齢化率を２０２０年と比較すると、朝霞市は 

１９.４％から２７.１％、志木市は２４.５％から３０.４％、和光市は１７.８％ 
から２３.４％、新座市は２５.５％から３１.１％となり、この先２０年増え続け 
ることが予想されます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
    

 
出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」 

②４市の人口及び死亡者数の推移・将来推計 
高齢化率の増加に伴い、２０４０年の死亡者数（４市合計）を２０２０年と 

比較すると、１３５％となり、この先２０年間増え続けることが予想されます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」を元に算出 

4 市高齢化率（推計） 
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③近隣の火葬施設の状況（令和３年度） 
・稼働状況 
４市の市民が主に利用している近隣の火葬施設としては、さいたま市浦和 

斎場、川越市斎場、所沢市斎場、入間東部広域斎場しののめの里、戸田葬祭 
場があげられます。 
各施設の火葬の稼働率については、６６．１％から９１．０％という状況と

なっており、さいたま市浦和斎場や入間東部広域斎場しののめの里は稼働率が

高くなっています。 
 今後の高齢多死社会を見据えると、各施設が所在している市区においても、 
４市と同様に火葬の利用者が増えることが想起され、受入数や受入時間がこれ

まで以上に制限、あるいは、利用ができなくなることが考えられます。 
 ＜火葬の稼働率＞ 

施設名称 火葬の稼働率 
さいたま市浦和斎場 ９１．０％ 

川越市斎場 ７３．０％ 

所沢市斎場 ７２．５％ 

入間東部広域斎場しののめの里 ９０．０％ 

戸田葬祭場（民設民営） ６６．１％ 

 
＜利用料金＞火葬 「１２歳以上」あるいは「大人」で比較 

施設名称 市（区）内 市（区）外 

さいたま市浦和斎場 ７，０００円 ５６，０００円 

川越市斎場 無料 ４８，０００円 

所沢市斎場 ５，０００円 ６０，０００円 

入間東部広域斎場しののめの里 １０，０００円 ８０，０００円 

戸田葬祭場（民設民営） ５９，６００円 ８０，０００円 
 
＜市民葬の場合＞ ※火葬を含めた費用に対しての補助金です。 

市名 火葬金額 補助金額 

朝霞市 
７２，０００円 ２０，０００円 

（直葬のみ）        ８０，０００

円 １０，０００円 

志木市 ８０，０００円 ４０，０００円 

和光市 ７２，０００円 ４０，０００円 

新座市 ７２，０００円 無し 
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利用料金については、施設の所在市（区）において、市（区）内の利用料金 
が無料から５９，６００円であり、市（区）外の利用料金は 
４８，０００円から８０，０００円となっており、比較すると、大きな隔た 
りがあり、４市の利用者にとっては、大きな負担となっています。 

 
＜各市の５施設内の利用割合＞ 

施設名称 朝霞市 志木市 和光市 新座市 
戸田葬祭場 
（民設民営） ①７９．１％ ②２８．

８％ 
①９３．

４％ 
①７１．

５％ 
入間東部広域斎場 

しののめの里 ②１３．８％ ①４６．

０％ 
② ３．

５％ 
②１３．

５％ 

さいたま市浦和斎場 ③ ３．０％ ④１１．

２％ 
③ １．

６％ 
⑤ ３．

０％ 

川越市斎場 ④ ２．９％ ③１２．

０％ 
④ １．

２％ 
④ ４．

１％ 

所沢市斎場 ⑤ １．１％ ⑤ ２．

０％ 
⑤ ０．

３％ 
③ ７．

８％ 
  各市が最も多く使用している施設は、朝霞市、和光市、新座市は、戸田葬祭場

であり、志木市は入間東部広域斎場しののめの里が最も高くなっている。 
 ※小数点第２位を四捨五入で表示 
 
④朝霞地区４市の市民の意見 
・和光市市民斎場調査業務委託報告書 平成２１年１０月より 
「和光市だけでなく朝霞市、志木市、新座市を加えて斎場と火葬場を一緒に 
建設」 

 
 
・新座市市民意識調査 平成２５年１０月より 
 「高齢者が多くなってきましたので、火葬場を考えてみて下さい。四市合同

でも。」 
 
 
・朝霞市市民意識調査、青少年アンケート結果報告書 令和元年１２月より 
「４市共同の火葬場建設」 

 
 

 ・令和４年度朝霞市外部評価委員会において 
「火葬場がこのあたりだと戸田火葬場ですが国内平均よりも高く、令和４年 
４月から８万円台になるとありました。例えば近隣４市合同で火葬場を造 
ってもらえたらいいのにと強く思います。」 
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 ＜各市市議会＞近年の状況 
 平成２８年１２月の朝霞市議会の一般質問 

「火葬場の建設について４市広域で考えていただけないか」 
 
 
 平成３０年６月の和光市議会の一般質問 

「時期によっては、火葬を行うのに日数がかかってしまうことから、４市広域

連合で話し合うのがよいのではないか」 
 
 
 平成３０年１２月の新座市議会の一般質問 

「火葬場の建設について、火葬場がいっぱいで１週間待った、戸田は遠いので

近くに火葬場が欲しいという市民の声を聞くが、高齢化社会を迎え、朝霞４

市で協議する場を設けてはどうか」 
 
 
 令和元年６月の志木市議会の一般質問 

「市民の利用しやすい火葬場について、４市広域組合などとして共同利用で 

きるようにできないか」 
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４．今後について 

（１）必要性について 

現状では、 

・朝霞地区４市の市民は、地区内に火葬場がないため、近隣市や民間の火葬場を利

用している。 

・利用可能な時間帯などにおいて、優遇を受けることができていない。 

・利用料金が、火葬場の所在地の市（区）民と比較して、高い水準となっている。 

・市民や市議会からも火葬場設置の要望がある。 

 

今後は、 

・４市の高齢化率やそれに伴う死亡者数の増加が見込まれる。 

・高齢多死社会を迎えると、各施設の稼働率が上がると考えられ、施設所在地の市

（区）民が優先されることが想定されることから、朝霞地区４市の市民は、利用

の制約が想定される。 

・災害時において、利用の制約が想定される。 

 

 以上のことから、 

４市共同の火葬場を設置する必要性は高いものと考えられる。 

 

（２）候補地 

４市の保有する公共用地において候補地を探したところ、適当な土地はありま

せんでした。 

しかし、令和４年１０月２４日の朝霞区市長会幹事会の中で、志木地区衛生組

合が所有する土地があるため、火葬場設置の候補地として検討を進めてはどうか

との話に至りましたことから報告します。 
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・所有者 志木地区衛生組合 

・所在地 志木市下宗岡一丁目７２０９－１内 ほか 市街化調整区域 

・面 積 １９，７９７㎡ 

・現 状 野球場としてクラブチームに貸出をしている 
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５．条例等について 

 〇条例の規定 

  各市において、次のような規制がある。 

建設候補地によっては、規制の対象となる可能性がある 

条例名
朝霞市の墓地等の経
営の許可等に関する
条例

志木市墓地等の経営
の許可等に関する条
例

和光市墓地等の経営
の許可等に関する条
例

新座市墓地、埋葬等
に関する法律施行条
例

河川 水平距離２０ｍ以上 ― ２０ｍ以上

住宅や公共施設
水平距離が３００ｍ
以上

３００ｍ以上 １００ｍ以上
火葬炉が１００ｍ以
上

接続道路 幅員６ｍ以上 ― 幅員６ｍ以上

例外規定

市長が特別の理由が
あると認めるとき
は、この限りでな
い。

市長が公衆衛生その
他公共の福祉の見地
から支障がないと認
めるときは、この限
りでない。

公衆衛生その他公共
の福祉の見地から支
障がない場合で、市
長が認めるときは、
河川や住宅に係る距
離の規定は適用しな
い。

なし

※墓地等：墓地、納骨堂又は火葬場   

 〇総合計画における位置づけ 

  各市において、火葬場としての位置づけが必要かどうかを検討する必要があ 

る。 

 

 〇都市計画について 

  建設候補地において、火葬場を建設する場合には、都市計画決定を行う必要 

があるとともに、施設の構成によっては開発許可等の手続を行うための事前の 

調整をする必要がある。 

  

 建築基準法 

（卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置） 

第５１条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理 

場、ごみ焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画

においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築して

はならない。 

 
 
 
 
 



9 
 

６．参考（他市の建築費用） 

 〇入間東部広域斎場しののめの里（平成２０年６月から供用） 

総額 約３６億７３３万円 

     （内訳 土地購入費 ８億２，４１２万円（39,431.29 ㎡） 

建築費 ２３億３，００９万円、外構費 ３億８３９万円 

         その他 １億４，４７３万円） 

  

〇川越市斎場（平成２９年４月から供用） 

総額 約５９億３，７１２万円 

     （内訳 土地購入費 ４億７，３３０万円（17,368.18 ㎡） 

建築費 ４９億１，７９５万円、外構費 ４億５，７８８万円 

         その他 ８，７９９万円） 
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令和４年１２月２３日 
 
朝霞市教育委員会 
教育長 二見 隆久 様 
 

朝霞市学校給食運営審議会 
        会 長  片 村 榮 博 

 
学校給食費の見直しについて（答申） 

令和４年１１月１６日付け朝教委給発第１７２号で諮問を受けた標記の件に

ついて、以下のとおり答申する。 

記 

 平成２８年４月の改定以降の６年間において基本物資である米飯、パン、麺

及び牛乳の価格は年々上昇しており、これにより副食（おかず）にかける費用

は年々減額せざるを得ない状況であり、献立を工夫してきたところであるが、

副食の食材価格についても上昇が続いている。また、新型コロナウィルス感染

拡大による物流の遅れやウクライナ情勢などによる原油価格の高騰などによ

り、ここ近年の物価高騰は、我々も肌身で感じているところである。 
こうした状況が学校給食に与える影響も大きく、献立の工夫で乗り切るには

限界が来ている現状を考慮すると、現在の学校給食費では、今後、国産品を基

本とする食材の調達や地産地消の推進など安全・安心で栄養バランスのとれた

魅力ある学校給食の提供が困難である。 
また、昨今その重要性が増している「食育」の観点からも工夫を凝らした献

立内容等、学校給食のより一層の充実が望まれることから、小学校及び中学校

の学校給食費について、本審議会で次のとおり改定することが妥当である旨、

結審したことを報告する。 
 

１ 答申内容 

（１）学校給食費改定時期について 
    小学校及び中学校の学校給食費の改定時期は、令和５年４月１日からとす

ることが適当である。 
 

（２）学校給食費の改定額について 
   改定後の学校給食費は、次のとおりとすることが適当である。 

    

区分 
改定後 現行 

月額 年間回数 １食単価 月額 年間回数 １食単価 
小学校 ４，７００円 １８５回 ２８０円 ４，２００円 １８５回 ２４９円 
中学校 ５，３００円 １８５回 ３１５円 ４，８００円 １８５回 ２８５円 
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２ 審議経過及び算出根拠 

本審議会は、令和４年１１月１６日、朝霞市教育委員会から「給食費の見直

しについて」諮問を受け、同年１１月２５日、１２月２１日に審議会を開催し、

関係資料を基に慎重に審議を進めてきた。 
昨今の急激な物価高騰の影響により、基本物資及び副食材料の価格が上昇

しているため、令和４年度は、平成２８年度に改定した給食基準単価を上回る

支出が続いている。 
そこで、給食費予算の範囲内での支出とするために、給食の栄養価や分量を

低下させることなく献立の工夫により対応してきたが、物価高騰が続く中、令

和４年度においては予算の範囲内で賄いきれない値上がり分について、補正

予算を計上している状況にある。 
令和５年度以降についても、同様の状況が見込まれることや、給食の内容を

前回改定時の水準まで回復するためには、給食費の改定が必要であると判断

し、次のとおり設定した。 
 
（１）小学校１食あたり単価比較 

 基準単価 実績単価（年平均） 差額 
令和元年度 

２４９円 

２４８．７０円 －０．３０円 
令和２年度 ２５７．３９円 ８．３９円 
令和３年度 ２５７．６０円 ８．６０円 
令和４年度 ２６４．７９円 １５．７９円 

            ※令和４年度は、献立の工夫（節約）を実施している単価となります。 

 

（２）中学校１食あたり単価比較 
 基準単価 実績単価（年平均） 差額 
令和元年度 

２８５円 

２９１．３０円 ６．３０円 
令和２年度 ２９７．３７円 １２．３７円 
令和３年度 ３００．０１円 １５．０１円 
令和４年度 ３０９．５２円 ２４．５２円 

※令和４年度は、献立の工夫（節約）を実施している単価となります。 

 
（３）改定後の学校給食費（月額）の算出 

・小学校：280 円/1 食×①185 回÷②11 ヶ月＝4,709 円≒４，７００円/月 

・中学校：315 円/1 食×①185 回÷②11 ヶ月＝5,298 円≒５，３００円/月 

    

（４）改定後の学校給食費の基準額（１食）の算出 

・小学校：4,700 円×②11 ヶ月÷①185 回＝279.46 円≒ ２８０円/１食 

・中学校：5,300 円×②11 ヶ月÷①185 回＝315.14 円≒ ３１５円/１食 

   ※①年間給食日数  ②給食費年間徴収月数 
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３ 要望 

  前述のとおり給食費の改定は必要であると考えるが、改定に際して以下の

事項への特段の配慮について要望する。 

 

（１）保護者の理解 

 学校給食費は、児童・生徒を持つ保護者にとって直接負担になる費用であり、

特に多子世帯においては、その負担も少なくないものである。 

 物価が高騰している現状を考えると、給食費の値上げはやむを得ないものと

考えるが、これに対する保護者の理解は必要不可欠である。十分な周知に努め

るとともに値上げに対する意見があった場合には、真摯な対応により、理解を

得るよう努めていただくよう要望する。 

 

（２）保護者の負担軽減の検討 

今般の物価高騰に対応するため、給食費の減免等、保護者の負担軽減策につ

いて市として検討することを要望する。 

 

（３）生活困窮世帯への支援 

生活困窮世帯に対しては、これまで通り各種制度を活用して負担が増えるこ

とがないよう支援を継続していくこと。また、これらの制度を必要とする家庭

に情報が行き届くようにし、取りこぼすことがないよう周知に努めることを要

望する。 

  

 

４ 学校給食費改定により期待する効果 

  これまでも、献立の工夫等により学校給食摂取基準を維持し、給食の分量

も低下しないよう対応してきたが、改定後は、食材の増量やこれまで価格の

面で使用できなかった食材の使用、果物やデザート等の提供回数の増加など

により献立の充実が期待できる。 

今後も魅力あるおいしい給食の提供を継続してもらうことにより、健やか

な成長や健康増進及び食育の推進が図られるよう期待する。 
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５ 審議経過の概要   
（１）令和４年１１月１６日（水）教育委員会から諮問 
 
（２）令和４年１１月２５日（金）学校給食運営審議会（１回目） 

審議内容 
１ 学校給食費改定等の経緯と今般の物価上昇について 
２ 学校給食費改定の検討について 
３ 給食費改定のスケジュールについて 

 
（３）令和４年１２月２１日（水）学校給食運営審議会（２回目） 

検討内容 
１ 学校給食費改定の検討について 
２ 給食費改定のスケジュールについて 
３ 答申案について 

  
 
６ まとめ 

学校給食は、成長期にある児童生徒の心身の健全な発達に資するものであり、

かつ、食に関する正しい理解と適切な判断力を養う上で重要な役割を果たす

ものであることから、その質を確保し、教育活動の一環として適切に実施する

ことが求められている。 
また、地産地消の推進、旬の食材や地場産物を活かした献立、郷土食、また

は多文化共生意識を育むきっかけとしての外国料理の提供など、様々な工夫

による魅力ある献立作りは、学校給食法第２条に規定する学校給食の目標達

成のために重要な要素であると考える。 
今回の学校給食費の改定は、積み重なる物価高騰が契機となったものだが、

今後においても学校給食の内容が上記目標を達成するために引き続き魅力あ

るものであるよう必要に応じて見直しを検討していくことが重要だと考える。 
児童生徒の望ましい成長のため、今回の改定が学校給食の質的な向上につ

ながり、保護者を始めとする関係者の学校給食への期待に応えるものとなる

よう強く要望する。 
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７ 資料 

 

朝霞市学校給食運営審議会委員名簿 

選出の根拠 氏  名 職業又は所属・職名 備  考 

 

 

１号委員 

（市議会代表） 

佐久間
さ く ま

 ケンタ 朝霞市議会議員 委員 

石原
いしはら

 茂
しげる

 朝霞市議会議員 委員 

福川
ふくかわ

 鷹子
た か こ

 朝霞市議会議員 委員 

 

 

 

２号委員 

（学校長代表） 

粟飯原
あ い は ら

 かをり 朝霞第四小学校長 委員 

三好
み よ し

 正浩
まさひろ

 朝霞第五小学校長 副会長 

原口
はらぐち

 憲
のり

充
みつ

 朝霞第一中学校長 委員 

土橋
ど ば し

 徹
てつ

嘉
よし

 朝霞第二中学校長 委員 

 

３号委員 

（保護者代表） 

片村
かたむら

 榮
よし

博
ひろ

 朝霞第三小学校ＰＴＡ会長 会長 

渡邊
わたなべ

 裕介
ゆうすけ

 朝霞第一中学校ＰＴＡ会長 委員 

４号委員 

(市関係行政職員) 
山本
やまもと

 眞由美
ま ゆ み

 
埼玉県朝霞保健所 

保健予防推進担当 
委員 

 

５号委員 

（知識経験者） 

藤原
ふじわら

 艶子
つ や こ

 学校薬剤師 委員 

川又
かわまた

 佐紀
さ き

 
朝霞保健所管内地域活動 

栄養士会えぷろん会員 
委員 
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朝教委給発第１７２号 
令和４年１１月１６日 

 
朝霞市学校給食運営審議会 
会 長  片 村 榮 博 様 

 
 

朝霞市教育委員会  
教育長 二見 隆久  

 
 

学校給食費の見直しについて（諮問） 
当市の学校給食費は、平成２８年４月に改定しております。値上げに際し

て、平成３１年度（令和元年度）１０月からの消費税増税（８％→１０％）を

見越して金額を設定したため、消費税増税のタイミングでは学校給食費の値上

げは実施しておらず、平成２８年以来６年間据え置きの金額で提供しておりま

す。 
しかしながら、新型コロナウィルス感染拡大による物流の遅れやウクライナ

情勢などによる原油価格の高騰など、様々な世界情勢や国内における輸送費の

増大等により、ここ近年の物価高騰は顕著となっております。 
国内の流通価格も油や小麦など学校給食に欠かせない物資が価格高騰してお

り、保護者から徴収した学校給食費をもって給食の材料費を賄うという原則で

運営することが困難になってきています。 
よって、長期化する物価高騰が想定されている中において、今後も児童生徒

に安全・安心でおいしい魅力ある給食を提供し、さらに食育の充実を図ってい

くため、小学校及び中学校の学校給食費の見直しについて、学校給食運営協議

会で調査審議していただきたく、諮問いたします。 


